
コーポレートガバナンス
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最終更新日：2025年2月21日
株式会社ブッキングリゾート

代表取締役 坂根　正生

問合せ先：090-1873-3934

証券コード：324A

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「全従業員が安心して働き、社会に貢献できる職場を実現します」、「宿泊/観光業の活性化を目標とし、業界の活性化に貢献します」、
「お客様に最高の思い出体験を提供し豊かな社会づくりに貢献します」という経営理念のもと、あらゆる事業活動において公正・公明かつ責任ある
企業行動を確実に実践しつつ、継続的な成長、企業価値を向上させていくことが極めて重要であるとの認識を組織全体で共有しております。

そのためには、株主の皆様をはじめとしてすべてのステークホルダーの皆様から信頼される企業になることが不可欠であると考え、法令の遵守、
経営の透明性確保、取締役会での活発な議論、経営意思決定の迅速化、株主利益の最大化を念頭に統治を行ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

エス・エヌ・ホールディングス有限会社 3,250,000 57.02

株式会社グランシーズ 205,000 3.60

村上　真之助 50,000 0.88

株式会社Ｂ＆Ｖ 50,000 0.88

株式会社Ｂ＆Ｖホールディングス 50,000 0.88

日本商事株式会社 50,000 0.88

株式会社ジョー・コーポレーション 30,000 0.53

冨士五湖エンジニアリング株式会社 30,000 0.53

株式会社グルーヴ 30,000 0.53

株式会社キャプテンライン 30,000 0.53

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 エス・エヌ・ホールディングス有限会社　（非上場）

補足説明

　(2)大株主の状況に記載した株主以外の大株主は以下のとおりであります。

　　三方 圭一　30,000株（0.53％）

　　株式会社luana　30,000株（0.53％）

　　株式会社シュクラン　30,000株（0.53％）

　　株式会社ゲンバカンリシステムズ 30,000株（0.53％）

　なお、大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出の状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出によって株式を取
得した株主の状況は反映しておりません。



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 4 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

　当社が支配株主との取引を行う際は、当社及び少数株主に不利益とならないこと並びに当社の独立性に影響を及ぼさないことを基本方針とし
て、「関連当事者等取引管理規程」にしたがい検討・決議しております。具体的には、先ず社外役員３名で構成する特別委員会において、取引を
行う背景を含め、当社の経営の健全性を損なわないか、その取引の合理性及び取引条件等に妥当性があるかを協議・検討いたします。その後、
取締役会において、特別委員会での審議内容を最大限に尊重し、取引実施の可否及び取引条件について決定しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

（１） 親会社グループにおける当社の位置付けについて

　親会社及びその関係会社(以下、「親会社グループ」という。)は、会員制ジムの運営を行うエス・エヌ・ホールディングス有限会社、同社の中核会
社であり食品スーパー事業及び会員制別荘事業等を営む株式会社にしがき、グランピング施設の運営やドームテントの販売等を行う株式会社デ
ジタルストレージで構成されており、当社は宿泊施設に対して集客支援サービスを提供しております。

　当社は、集客支援サービスを提供するにあたり、宿泊施設の運営ノウハウを蓄積することによる提案力強化を目的として直営施設の運営も行っ
ており、この部分においては親会社グループの事業と重なってはおりますが、運営ノウハウ蓄積の手段として展開するものであり、事業展開も小
規模であり、競合による影響は限定的と考えております。

　親会社グループは、グループの中核会社であり食品スーパー事業及び会員制別荘事業等を営む株式会社にしがきを筆頭に、当社と比して業歴
も長く、売上高や資産規模も大きいため、上場による資金調達や社会的信用力の獲得などを必須としておりません。他方、当社は、集客支援事業
の開始当初から持続的な成長を行ってまいりましたが、上場することにより資金調達の多様化が見込めることに加え、全国の宿泊施設（新規顧
客）及び旅行者（ユーザー）に対して社会的信用力及び更なる認知度の拡大が期待できると判断し、上場を行うことといたしました。

（２）親会社グループとの人的関係について

　当社と親会社グループとの間で、役員の兼務、従業員の出向等の人的関係はありません。

（３）親会社グループとの資本的関係について　

　親会社グループ３社で当社の議決権の76.2％ (本書提出日現在)を所有しております。親会社の関係会社は上場時に保有株式を全て売却するも

のの、親会社においては、当社の上場後も、支配関係を維持するために必要となる当社株式を継続的に所有する方針でありますが、当社を含め
たグループ各社の独立性を尊重しており、シナジー効果が見込める領域においてのみ協力体制を構築する方針であります。

（4）親会社グループからの独立性の確保について

　当社の新規契約の獲得は、既存施設から集客に関する相談があり契約に至るもの及び新規開業施設からの問い合わせがあり契約に至るもの
がありますが、これらは当社の役職員がリゾート施設運営のノウハウを活かして、見込顧客に対する提案・相談を行い、契約を獲得しております。
また、当社の株式を保有する親会社からの事前承認事項・報告事項は存在せず、経営の意思決定は当社が独立して実施しております。

さらに、当社は、少数株主の利益を保護するための体制として、特別委員会を設置しております。「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に規定される関連当事者に加え、取締役会で承認された関連当事者に準じた者(親会社グループと人的関係
及び資本的関係を有すると考えられる者)を合わせて、「関連当事者等」として管理しており、関連当事者等との取引については、社外取締役２名
及び社外監査役１名からなる特別委員会での審議・検討を経て、取締役会で決議する体制を整備・運用しております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 5 名



定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

井出　久美 公認会計士

清水　奈津 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

井出　久美 ○ 該当事項はありません。

公認会計士としての専門的な知識を有してお
り、監査法人退所後も、上場企業における社外
取締役及び監査等委員に就任され、経営管理
体制の整備・運用について豊富な知識を有して
おり、当社経営全般に関する意見及び取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・提言が期待できることから、社外取
締役として適任であるものと判断し、選任して
おります。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立
役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当
社との間に特別な利害関係は存在しないこと
から、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと判断し、独立役員として指定しております。

清水　奈津 ○ 該当事項はありません。

公認会計士・税理士としての豊富な経験を有し
ており、財務及び会計に関する専門的な知識
から、客観的な目線で経営の監督及びチェック
機能を期待できることから、社外取締役として
適任であるものと判断し、選任しております。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立
役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当
社との間に特別な利害関係は存在しないこと
から、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと判断し、独立役員として指定しております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　内部監査人は監査役と協議の上、年度監査計画書を作成し、内部監査を実施しております。監査役会と内部監査人は、定期的に会合を行いお
互いの監査の状況について意見交換を行っております。

　また、監査役、内部監査人及び会計監査人は、四半期ごとに三様監査会議を開催し、それぞれの監査計画と職務の執行状況及びその結果に
ついて情報交換や意見交換を行うことで連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

阪中　達彦 弁護士 △

西村　敦彦 公認会計士

梅津　政記 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

阪中　達彦 ○

阪中達彦氏は、2022年７月から2022年12
月、当社社外監査役就任まで当社と顧問
契約を締結しておりましたが、契約期間は
短く、顧問料は月額5万円と僅少でありま
す。また、それ以外に当社との間に利害
関係はなく、独立性に問題はないと判断し
ております。

弁護士としての豊富な経験、専門的な知識と幅
広い見識を有しており、当社監査に反映して頂
くことが期待できることから、社外監査役として
適任であると判断し、選任しております。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立
役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当
社との間に特別な利害関係は存在しないこと
から、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと判断し、独立役員として指定しております。

西村　敦彦 ○ 該当事項はありません。

公認会計士としての財務及び会計に関する専
門的な知識や、監査に関する豊富な経験を有
しており、当社監査に反映して頂くことが期待で
きることから、社外監査役として適任であると判
断し、選任しております。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立
役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当
社との間に特別な利害関係は存在しないこと
から、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと判断し、独立役員として指定しております。

梅津　政記 ○ 該当事項はありません。

中小企業診断士としての豊富な経験と知見を
有しており、営業活動や市場分析、組織マネジ
メントに関する相当程度の知見を有しており、
当社監査に反映して頂くことが期待できること
から、社外監査役として適任であると判断し、
選任しております。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立
役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当
社との間に特別な利害関係は存在しないこと
から、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと判断し、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　当社取締役の報酬は、当社の事業規模、内容、業績、取締役の職務内容、責任等を総合的に勘案し決定しているため、実施しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】



（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬等の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ役員
区分ごとの総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、2023年7月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。その内容は、取締役に対するイ
ンセンティブとして十分に機能するよう当社業績と連動した報酬体系とし、報酬構成は、役位、職責及び担当職務並びに各期の業績とそれに対す
る貢献度のほか、当社従業員給与の水準、同業他社の水準や一般統計情報等に基づく業界全体の水準等を総合的に勘案して算定した月次の
基本報酬と当該事業年度の業績と各自の担当する業務の業績及び個人の評価に応じて決定する年次の賞与としております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役のサポートは管理部が担っております。取締役会資料は管理部が事前に配布し、社外取締役及び社外監査役が十
分な検討をする時間を確保すると共に、必要に応じて事前説明を行っております。また、常勤監査役が月次で社外取締役及び社外監査役に情報
共有会を開催し、情報提供を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（a） 取締役会

　当社の取締役会は、議長を代表取締役とし、社外取締役２名を含む取締役５名で構成されている業務執行決定機関であります。取締役会につ
いては、月１回の定時開催と必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取
締役が管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行の監督を行うと共に、経営に関する諸問題の討議の場となってお
ります。

（b）監査役会

　当社の監査役会は、議長を常勤監査役とし、非常勤監査役３名（３名とも社外監査役）、合計４名で構成され、毎月開催される定時監査役会に加
え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会においては、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図って
おります。

なお、監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき稟議書等の重要文書の閲覧、役職員への質問等の監査
手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と緊密な連携を取り、監査の実効性と効率性の向
上に努めております。

（c）内部監査担当

　当社は、内部監査責任者及び内部監査担当者4名で構成され、内部監査責任者が内部監査計画を監査役会との協議を経て作成し、内部監査
担当者がクロス監査方式で内部監査を実施しております。

内部監査担当者は、監査役会や会計監査人と定期的に情報交換を行い、適時適切な監査の実施に努めております。

（d）会計監査人

　当社は、清友監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

（e）経営会議

　当社では、社外取締役を除く取締役３名及び常勤監査役で構成される経営会議を月次で開催しております。当会議においては、代表取締役が
招集を行い議長として進行し、各部門からの詳細な業務進捗状況の報告及び課題の共有により、迅速な意思決定を可能にし、重要案件に関して
は取締役会での決議事項として上程しております。

（f）リスク管理委員会

　当社は、全社的なリスク管理に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、リスク管理委員会(委員長：代表取締役)を設置しております。当
委員会は常勤取締役、常勤監査役及び各部門の部長を構成員とし、非常勤取締役及び非常勤監査役をオブザーバーとして、原則として年２回開
催しております。

（g）コンプライアンス委員会



　当社は、コンプライアンスに関する事項を審議する組織として、コンプライアンス委員会(委員長：代表取締役)を設置しております。当委員会は取
締役及び監査役を構成員として、原則として年２回開催しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は監査役会設置会社であります。監査役会を選択した理由は、業務執行に対して取締役による監督と取締役会から独立した監査役会によ
る適法性監査の二重でチェックすることが、より適正性・適法性・合理性を確保できると判断したためであります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　株主が議決権行使に必要な検討期間を確保するため、決算の早期化を図り、当社ホー
ムページにおいて早期に株主総会招集通知を掲載するように努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
　当社は4月決算のため、株主総会は7月下旬に実施しております。そのため、6月の集中
日は回避できております。また、集中日を避けて多くの株主にご参加いただけるように株
主総会日程を設定するよう努めてまいります。

電磁的方法による議決権の行使 　今後必要に応じて検討してまいります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　現時点では未定でありますが、機関投資家や海外投資家の株主構成等を踏まえて、必
要に応じて検討してまいります。

招集通知（要約）の英文での提供 　現時点で未定でありますが、今後必要に応じて検討してまいります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 　当社ホームページに掲載する予定であります。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 　定期的な説明会の開催を検討しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　定期的な開催を検討しております。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 　海外投資家の保有状況を考慮して、今後検討してまいります。 なし

IR資料のホームページ掲載
　当社のホームページ内に投資家向けの専用ページを設けて掲載しておりま
す。

IRに関する部署（担当者）の設置 　管理部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して、適時・適
切に会社の情報を開示することが上場企業としての責務であり、この責務を果たすことが
健全な証券市場を担う一員として必要不可欠であることをＩＲ活動の基本方針としておりま
す。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 　今後検討してまいります。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社ホームページのIRサイトにディスクロージャーポリシーを掲載する予定であります。ス
テークホルダーに対して適正かつ適時な情報提供が重要であると認識しており、積極的に
情報提供を行ってまいります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は　2023年9月14日開催の取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を決議しております。当該基本方針で定めた体制及び
事項は次のとおりであります。

a　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法第362条第４項第６号）

（１）取締役は、法令、定款、株主総会決議及び「取締役会規程」等に従い、取締役会を毎月１回以上開催して経営に関する重要事項を審議・決定
する。

（２）取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。

（３）取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。

（４）監査役は監査役会で定めた監査方針・計画のもと、取締役会に出席し、各取締役及び使用人から取締役の職務執行に関する情報を聴収し、
職務執行が適法かつ適正に行われているかどうかの監査を行う。

（５）当社は、反社会的勢力対策規程に基づき、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求に対しては断固として応じ
ないことを基本方針とする。この基本方針を取締役及び使用人に周知徹底し、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を
とり、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

b　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第100条第１項第１号）

　株主総会、取締役会の議事録並びに経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」等の関連規程に従い、適
切に記録・管理・保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。

　なお、これらの情報は監査役からの閲覧請求に適時に応じる体制を構築する。

c　損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第１項第２号）

（１）リスク管理を円滑にするために、「リスク管理規程」等社内規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止及び緊急事態発生
時の対応等を定める。

（２）代表取締役は、自らが委員長となるリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会を設置する。両委員会は、全社的なリスクの把握とその評
価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携してリスクを最小限に抑える体制を構築する。

（３）天災・事故発生等による物理的緊急事態を含む重大な経営危機が発生した場合は、「危機管理対応規程」に従い、代表取締役に報告すると
ともに、経営危機対策本部を設置し、対処する。

d　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第１項第３号）

（１）「取締役会規程」及び「職務権限基準」を定め、その決議事項及び報告事項を明確にする。

（２）取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。

（３）取締役は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等を通じ、職務執行の範囲及び権限と責任を明確にすることで適正性と効率性を確保する。
また、「業務分掌」、「職務権限規程」等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時見直す。

（４）取締役は、原則月1回開催される経営会議にて職務の執行状況等について報告する。

（５）業務執行の監督機能及び客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。

e　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法施行規則第100条第１項第４号）

（１）「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」により責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。

（２）必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。

（３）使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるよう、定期的に教育・啓蒙を行う。

（４）当社は、コンプライアンス違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外(常勤監査役・弁護士)に直接相談・通報できる窓口
を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。

f　当社及び当社関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（会社法施行規則第100条第１項第５号）

　当社には子会社は存在しないが、親会社及びその関係会社が存在する。このため「関連当事者等取引管理規程」を定め、関連当事者等取引と
して認定された取引等を開始する前に、社外役員を構成員とする特別委員会において取引等の合理性・適切性・適法性を審議・検討する。特別委
員会での審議内容は取締役会に報告され、取締役会において取引等の可否を決議する。

g　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に
関する事項（会社法施行規則第100条第３項第１号、会社法施行規則第100条第３項第２号）

（１）当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会もしくは監査役会がその必要があると判断すれば、協議を行い、当
該使用人を任命及び配置することができる。

（２）補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。

h　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制（会社法施行規則第100条第３項第３号）

（１）監査役は、取締役会以外にも経営会議等の重要な会議に出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告
を受ける。

（２）取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項、その他重要な会議の決定事項、内部監査の実施状況及びその他必要な重要事項
を監査役に報告する。

（３）取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速や
かに監査役に報告する。

（４）上記に拘らず、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができ、求められた取締役及び使用人は速やかに報告
する。

i　監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項
第５号）



　当社は、監査役に報告した者に対する不利な取り扱いを禁止しております。また、「内部通報制度規程」において、通報又は相談した者がそのこ
とを理由として、不利益な取り扱いを行ってはいけないこと、誰が通報又は相談を行ったかを探索してはいけないことを定めています。

j　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項第４号）

（１）監査役は、代表取締役（必要に応じて、他の取締役）と適宜会合を持ち、意思の疎通及び意見交換を行う。

（２）監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。

k　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項（会社法施行規則第100条第３項第６号）

　当社は、監査役が会社法第388条に基づく費用の前払等の支給をしたときは、当該請求にかかる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に
必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理し、法令等の定めに従い適切に処理いたします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は反社会的勢力とは一切の関係を持たない、との信念を全社で共有してまいりました。

　2022年４月から「反社会的勢力対策規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力の排除に係る調査実施マニュアル」を制定して
対応しております。具体的には、新たに取引を開始する際は、管理部総務課が全ての新規取引先を対象としてインターネット検索及び日経テレコ
ン21によるチェックを実施いたします。チェック実施後、反社会的勢力であるとの疑念が消えない場合には警察その他専門機関等への照会を実施
いたします。取引開始前までにこれらのチェックを実施し、反社会的勢力との関係をうかがわせる情報が発見されなかった場合にのみ、取引を実
施しております。自動継続契約や契約期間が長期の取引先に対しては、取引が継続している限り原則として１年ごとに反社チェックを行う体制を整
備しております。

　また、取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の反社会的勢
力排除条項を織り込んでおります。

　役員につきましては株主総会の役員選任議案を取締役会に上程するまでに、（ア）当該役員、（イ）当該役員の配偶者及びその２親等内の血族・
姻族、（ウ）（ア）及び（イ）が発行済株式総数の過半数を所有している会社及びその会社の代表取締役について、反社チェックを行っております。
従業員につきましては、入社前に反社チェックを行っております。

　さらに、当社は公益財団法人大阪府暴力追放推進センターの賛助会員となり、不当要求防止責任者を定め、不測の事態に対処する体制を整え
ております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　コーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続については、以下の模式図を参考資料として添付しております。






